業務委託等に関する契約書

　株式会社TimeTree（以下、「甲」という。）および高谷大樹（以下、「乙」という。）は、次のとおり契約（以下、「本契約」という。）を締結する。

第1条 （委託業務）
1. 甲は乙に対し、下記に定める業務（以下、「本業務」という。）の全部又は一部を委託し、乙はこれを受諾し、別紙の想定手順に則り業務を遂行する。
(1) 甲の指定するバグ修正、コードのリファクタリング
(2) 機能改善などのWeb版TimeTreeの開発業務とバックエンドの開発業務
(3) 前各号に付帯、関連する一切の業務及び前号から派生し、甲が別途乙に依頼する業務
2. 前項に定める業務は、準委任の性質を有するものであることを確認する。

第2条 （本業務の遂行）
1. [bookmark: _heading=h.gjdgxs]乙は、本契約に従い、善良な管理者の注意義務をもって本業務を遂行する。ただし、乙は、必要に応じて、甲と協議の上、本業務の内容を打ち合わせし、その内容及び甲の指示（書面及び甲乙間で別途合意した方法を含む。）にそって本業務を処理しなければならない。
2. 乙は、本契約に定められた乙の義務の履行、その他本業務の遂行に必要な意思決定及び同意等を行う権限を有するものとし、自己の責任において労務管理、安全衛生管理等を行うものとする。

第3条 （委託業務の内容の変更）
甲及び乙は、甲乙協議の上、書面（電子メール等の電磁的方法を含む、以下同じ。）により合意した場合に限り、本契約締結後の事情により、本業務の内容の一部を変更することができる。

第4条 （委託報酬及び支払方法）
1. 甲は、委託業務にかかる業務委託料を乙に支払うものとし、その金額は時給4,000円（税抜）に実稼働時間を乗じて算出された金額とする。
2. 乙の月間の想定稼働時間は80時間とする。なお、80時間を越える稼働が発生する場合は、甲乙協議のうえ追加で業務を行うことができるものとし、かかる場合80時間を越えた分について、前項の業務委託料に加えて支払うものとする 。
3. 甲は乙に対し、本業務の報酬を月末で締め、翌月末日（当該末日が金融機関の休業日の場合は前営業日）までに、乙の指定する金融機関口座へ振込送金する方法により支払うものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
4. 第1項に規定する報酬は、本業務の報酬、知的財産権等（第10条第1項にて定義する。）の帰属の対価並びにその他本契約に基づく一切の対価とする。

第5条 （第三者の権利侵害）
1. 乙は、乙の知る限り、本業務に基づき制作した物（以下、「本制作物」という。）がある場合、かかる本制作物第三者の権利を侵害するものでないことを保証するものとする。
2. 本制作物が、第三者の権利を侵害するものであるとして、第三者から何らかの訴え、異議、請求等の紛争が提起された場合、甲及び乙は、直ちにこれを相手方に通知するものとする。
3. 前項の紛争について、乙は、甲に何らの迷惑をかけず、一切の責任を負担して、これを解決するものとする。甲が乙に代わって第三者に費用等（弁護士費用その他紛争等の解決に必要な一切の費用を含む。）を支払った場合には、甲は、乙に対して、当該費用等の請求をすることができる。ただし、当該紛争等が甲の責めに帰すべき事由により生じた場合はこの限りではない。

第6条 （知的財産権等）
1. 乙は、本業務の履行の過程で本制作物に関して獲得した一切の発明、発見、創作、考案（本制作物を含み、これに限らないが、本業務開始以前から乙に帰属しているものを除く。以下、総称して「本制作物等」という。）に関する、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、不正競争防止法上の権利、その他一切の知的財産的若しくは人格的権利（著作者人格権を除き、以下「知的財産権等」という。）が、原始的に甲に帰属することに同意する。乙は、別途甲より事前の書面による同意を得ない限り、本制作物等を一切利用しないものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、関連法令の適用によって、乙が本制作物等に関する知的財産権等を保有するものと認められた場合であっても、本制作物等に関する知的財産権等（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含み、関連する法令の適用によって譲渡し得ないものとされた権利を除く。）は、その創作時に直ちに乙より甲に移転されるものとする。
3. 乙は、甲に対して、自ら又は第三者をして、本制作物等に関する著作者人格権を行使しないものとし、又はさせないものとする。
4. 本条第1項に規定した甲の権利を確保し、又はその対抗要件を具備するために、乙は、甲が単独で特許出願、著作権の登録、その他の手続を遂行することに同意する。また、乙は、甲より別途要請があった場合には、上記の手続に関連して必要となる書類を速やかに甲に交付し、その他必要となる協力をするものとする。
5. 本制作物等の中に、甲の了解なく既存創作物が利用されていた場合には、当該既存創作物は、本制作物等とみなされる。

第7条 （資料等の提供及び返還）
1. 甲は、本業務の履行にあたり、特定の資料、装置、プログラム又はソフトウェアが必要な場合には、甲乙協議の上、乙に対し、無償でこれらの提供を行うものとする（以下、本項により貸与したものを「資料等」という。）。
2. 甲が前項により乙に提供する資料等に関して、内容等の誤り又は甲の提供遅延によって乙に本業務の履行遅滞等の結果が生じた場合には、乙はその責を免れるものとする。
3. 乙は、甲から提供を受けた資料等（その一切の複製物及び改変物を含む。以下同じ。）を善良な管理者の注意をもって管理、保管し、かつ、本業務以外の用途に使用してはならない。
4. 乙は、資料等を本業務の遂行目的以外の目的で使用してはならない。
5. 乙は、甲から提供を受けた資料等が本業務遂行上不要となった場合、本業務が終了した場合、又は本契約が終了した場合には、速やかに、これらの資料等を甲に返還し、又は甲の指示に従って破棄等の措置を行うものとする。

第8条 （秘密保持）
1. 甲及び乙は、有形無形を問わず、本業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上、営業上、財務上、その他業務上の情報すべてを秘密情報として扱う。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報に該当しない。
1 秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報
2 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
3 相手方から提供を受けた情報によらず、独自で開発した情報
4 相手方から開示を受ける前に、すでに公知又は公用となっていた情報
5 相手方から開示を受けた後に、自己の責によらず公知又は公用となった情報
2. 甲及び乙は、秘密情報を第三者に漏洩してはならない。ただし、事前に相手方からの書面による承諾を受けることにより、第三者へ開示することができる。なお、次の各号の一に該当する場合においては、甲及び乙は、相手方からの事前の書面による承諾を得ることなく、秘密情報を開示することができる。
1 甲乙間の取引のために必要な範囲内で、甲及び乙の会社法上の親会社、会社法上の子会社、弁護士、公認会計士、税理士等の法令上守秘義務を負う者に対して開示する場合
2 官公署その他の公的機関又は金融商品取引所から、法令、規則等に基づいて開示を求められた場合
3. 秘密情報を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
4. 甲及び乙は、秘密情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
5. 甲及び乙は、秘密情報を本契約の目的のために知る必要のある各自の役員及び従業員に限り開示するものとし、本契約に基づき甲及び乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員及び従業員に退職後も含め課すものとする。

第9条 （個人情報の取扱い）
1. 乙は、個人情報の保護に関する法律（以下、「個人情報保護法」という。）に定める個人情報のうち、本業務遂行に際して甲から取扱いを委託された個人データ（個人情報保護法第16条第3項に規定する個人データをいう。以下同じ。）及び甲乙間で別途合意した個人情報（以下、併せて「個人情報」という。）を第三者に漏洩してはならない。なお、甲は、個人情報を乙に提示する際は、その旨を明示するものとする。また、甲は、甲の有する個人情報を乙に提供する場合、本業務遂行上必要最小限度にとどめ、個人が特定できないように加工した上で提供するよう努めるものとする。
2. 乙は、個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
3. 乙は、個人情報を本契約の目的の範囲でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に甲から書面による同意を得るものとする。
4. 第10条（再委託の制限）の規定にかかわらず、乙は、甲より委託を受けた個人情報の取扱いについて、甲の事前の書面による承諾なくして第三者に再委託してはならない。甲の承諾を得て再委託する場合であっても、乙は、乙の責任において、再委託先に対して、本契約に基づき乙が負担する義務と同等の義務を課すとともに、必要かつ適切な監督を行わなければならない。

第10条 （再委託の制限、権利譲渡の禁止）
1. 乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、甲の書面による事前の承諾を得た場合はこの限りではない。
2. 再委託した場合、乙は、再委託先に対し本契約に基づく自己の義務と同内容の義務を負わせるものとし、再委託先の行為に関して自ら本業務を実施した場合と同様の責任を負うものとする。
3. 甲及び乙は、相手方からの書面による事前の通知を得ない限り、本契約から生ずる契約上の地位を移転し、本契約から生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡、承継又は質入等の担保に供してはならない。

第11条 （法令等の遵守）
甲及び乙は、法令又は公序良俗に反する行為及び相手方の名誉又は声望を毀損するおそれのある行為を行ってはならないものとする。

第12条 （反社会的勢力の排除）
1. 甲及び乙は相手方に対し次の各号に掲げる事項を確約するものとする。
(1) 自らが暴力団でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員（以下、総称して「反社会的勢力」という。）ではないこと
(2) 自らの役員（取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれに準ずる者をいう。）が反社会的勢力ではないこと
(3) 反社会的勢力に自己の名義を使用させ、この契約を締結するものでないこと
(4) 自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次に掲げる行為を行わないこと
　　　　 ア　相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
　　　　 イ　威力若しくは偽計を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2. 甲又は乙の一方について、次の各号に掲げる事項に該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとする。
(1) 前項第1号又は前項第2号の表明に反することが判明した場合
(2) 前項第3号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
(3) 前項第4号の確約に反する行為をした場合
3. 前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者はその相手方に対し、相手方が被った損害を賠償するものとする。

第13条 （本契約の解除）
1. 甲及び乙は、相手方が本契約の定めに違反し、相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、違反が是正されない場合は、契約を解除することができる。
2. 甲及び乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告なくして直ちに本契約を解除することができる。
(1) 法令に違反する行為があった場合
(2) 前条の確約に反することが判明した場合
(3) 相手方の故意又は過失により重大な損害を受けた場合
(4) 相手方の故意又は過失により本業務の遂行に重大な支障が生じた場合
(5) 詐術その他の背信的行為があった場合
(6) 支払いの停止があった場合、又は仮差押え、差押え、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てがあった場合
(7) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(8) 公租公課の滞納処分を受けた場合
(9) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けた場合
(10) 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をした場合
(11) 民法542条第1項各号に掲げる場合又は同条第2項各号に掲げる場合
(12) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められる場合
(13) その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
3. 甲及び乙は、前条第2項、本条第1項又は第2項に定める解除をした場合、何らの通知催告なしに、相手方の本契約に基づく債務に関する期限の利益を喪失させることができる。なお、前条第2項、本条第1項又は第2項に定める解除及び本項に定める期限の利益の喪失は、解除された当事者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
4. 本条第2項各号に掲げる事由の発生が、一方当事者の責に帰すべき事由の場合には、他方当事者は同条項に基づく本契約の解除をすることができない。

第14条 （損害賠償責任）
1. 甲又は乙は、本契約の定めに違反して、相手方に損害を与えたときは、相手方に対し、相当の因果関係の範囲内において、その損害を賠償するものとする。
2. 第12条第2項、前条第1項又は第2項の規定により本契約が解除された場合には、解除された当事者は、解除により生じる損害について、解除した当事者に対し一切の請求を行うことができないものとする。

第15条 （契約期間・存続条項）
1. 本契約の契約期間は、2025年３月３日から2025年３月31日までとする。但し、契約期間満了の第５営業日前に、甲又は乙から本契約の更新を拒絶する旨の意思表示がない限り、同一条件で、更に１ヶ月更新するものとする。
2. 第6条（知的財産権等）、第10条（再委託の制限、権利譲渡の禁止）第3項、第12条（反社会的勢力の排除）、第13条（本契約の解除）第3項、第14条（損害賠償責任）、本条、第16条（準拠法・合意管轄）の規定は、本契約終了後においても有効に存続するものとする。
3. 第7条（資料等の提供及び返還）の規定は、本契約終了後においても同条5項に基づき資料等を返還又は破棄するときまで有効に存続するものとする。
4. 第8条（秘密保持）の規定は、本契約終了後1年間に限り有効に存続するものとし、第9条（個人情報の取扱い）の規定は、本契約終了後においても、甲及び乙が、個人情報の取扱いを終了するときまで存続するものとする。

第16条 （準拠法・合意管轄）
1. 本契約の準拠法は日本法とする。
2. 甲及び乙は、本契約に関し訴訟の必要が生じた場合には、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

第17条 （信義誠実の原則）
甲及び乙は、本契約の各条項を誠実に履行し、本書に定めのない事項又は本契約の事項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意を持って協議し、円満に解決を図るものとする。


　以上、本契約締結の証として、本書を電磁的に作成し、双方にて署名捺印又はこれに代わる電磁的処理を施し、双方保管するものとする。


2025年2月26日

甲：東京都新宿区西新宿六丁目6-3
株式会社TimeTree
代表取締役　深川　泰斗　　　


乙： 

　 　 


別紙

●想定の手順
	1. 担当タスク内容をSlackで共有
2. それをもとに乙側でgithub上のプルリクエストを作成
　- 途中、不明点があればslack上などでコミュニケーション
4. プルリクエストに対して甲がコードレビュー。修正箇所があれば修正を依頼
　- 修正依頼のやりとりはgithubに自動で記録される
5. 修正がなくなったら甲が本番反映



- 1-

